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会 長 挨 拶
会長　菅沼宏比古

　皆さん、こんにちは。
　いよいよ今日から6月にな
ります。今期最終月となりま
した。
　今週週末から高校総体が始
まります。高校生にとって最も大切な試合
です。コロナ禍でまともに練習もできず、
対外試合は全くと言っていいほどできずに
…しかし、全国大会を目指してそれぞれの
学校の代表として、頑張ってもらいたいと
思います。
　先週の職場訪問の佐世保港クルーズには、
多くの皆さんに参加いただき、ありがとう
ございました。担当委員会のお世話もあり
がとうございました。
　本日は、新しい会員お二方、お迎えして
おります。東京海上日動の小石原さんの後
任で田村和大さん、損保ジャパンの萩原さ
んの後任で山口幸生さんです。後程、入会
式を行います。
　また、本クラブ、パストガバナーである
福田金治さんが、4月11日からアメリカ・シ
カゴで開かれた、2022年規定審議会にご出
席されました。
　その時の国際ロータリー定款の改正につ
いて、説明をしていただくことになってお
ります。福田さん、よろしくお願いいたし
ます。
　本日の例会の卓話は、先々週に引き続き、

西田勝彦さんの卓話第2弾です。楽しみにし
ています。よろしくお願いいたします。

入　会　式
■田村　和大 さん
　東京海上日動火災保険㈱
　長崎支店佐世保支社長
　推薦者／増本　一也 さん（カウンセラー）
　　　　　大久保利博 さん
　委員会配属／�出席・例会委員会、
　　　　　　　親睦活動委員会

新会員挨拶
　この度、増本一也様、大久保利博様のご
推薦を頂き、歴史ある佐世保ロータリーに
入会させて頂き大変光栄であり嬉しく思い
ます。
　今まで東京勤務が16年、海外勤務8年でし
たので、初九州、初佐世保となりますが、
皆さまの温かいお人柄と新鮮で美味しい魚
介類に感激しています。
　東京では主にサイバー保険の開発を担っ
ていましたので、リスクの高まりについて

《本　　日》会員数 75 名（出席免除会員 27 名）・出席 42 名・欠席 16 名・ビジター 0 名・出席率 56.00 ％

《 5月18日》会員数 73 名（出席免除会員 27 名）・出席 44 名・欠席 13 名・メークアップ 4 名・修正出席率 84.21 ％
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卓話等にてお話しする機会を頂けると幸い
です。
　学生時代は体育会ラグビー部で主将を務
め、国立競技場や秩父宮ラグビー場等でプ
レーをし、海外では在中国、在ベトナムの
日本代表主将、監督を務めて参りました。
　One for All, All for Oneの精神でロータ
リー会員としてふさわしい業務を行ってい
きたいと思います。
　単身赴任で来ていますので、愛犬に会え
ないのが寂しいですが、ゴルフ、お酒をた
しなみますので今後お付き合い頂けると幸
いです。

■山口　幸生 さん
　損害保険ジャパン㈱
　長崎支店佐世保支社長
　推薦者／田中丸善保 さん
　　　　　円田　浩司 さん（カウンセラー）
　委員会配属／�出席・例会委員会、
　　　　　　　親睦活動委員会

新会員挨拶
　この度、歴史と伝統のある佐世保RCへの
入会を承認いただきありがとうございます。
　私の出身地は福岡県で、会社入社後全国
各地を回り、佐世保が10か所目の勤務地に
なります。佐世保の皆さんは大変温かく、
街も住みやすく大変気に入っております。
お酒が好きで、特に日本酒については様々
な銘柄を飲み比べておりますので、美味し
いお酒があれば教えてください。
　今後、微力ながら佐世保RCの発展に貢献
できるよう精進して参りますので、何卒宜
しくお願いします。

例 会 記 録
◯国歌「君が代」
◯ロータリーソング「我等の生業」

幹 事 報 告
幹事　廣瀬　章博

1.佐世保市内8RC親睦ゴルフ大会
　ホストクラブ　佐世保中央RC
　	 会長　本田　　実 さん
　	 大会実行委員長　崎元　英伸 さん
　第48回佐世保市内8RC親睦ゴルフ大会
　お礼と決算書報告

委員会報告
■2020-2023年度 規定審議会
	 第2740地区代表議員　福田　金治
　規定審議会についてご存知
ない方も多いと思いますの
で、ご説明します。
　日本でいうと国会と同じ働
きをしています。ロータリー
に関わる全ての規則の「作成」「廃止」「修正」
を行います。
　3年に一度シカゴで開催され、期間は5日
から6日間です。
　出席者は、国際ロータリー理事、役員、
職員および全世界の各地区から1名の規定審
議会代表議員です。従って、出席者は約600
名になります。
　2022年の規定審議会は2022年4月10日か
ら14日に、米国イリノイ州シカゴで開催さ
れました。コロナのため、対面式とバーチャ
ル型式の同時開催です。シカゴ会場には、
代表議員の3分の2が出席されており、日本
からは34地区から11名が参加されました。
従って日本からは、全体の3分の2がバーチャ
ル型式で参加されています。
　バーチャル型式で参加された方にあとで
話を聞きましたら、時差が10時間あり午後
11時から午前7時までが会議時間でしたの
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で、昼夜逆となり大変だったそうです。
　今回の主な改正は、配布資料をご参照く
ださい。

■ロータリー情報・文献記録・雑誌委員会
	 委員長　草津　栄良
　ロータリーの友
　6月号　60ページ
　「私の一冊」　パーパス経営
〜30年先の視点から現在を捉
える
著者　名和高司　東洋経済新報者　5月発刊
投稿者　増本一也さん（佐世保RC）
　現在、世界中で注目されている「パーパ
ス経営」について論じられた新刊です。21
世紀の価値創造の基軸は「ヒト」であり、
しかもその源泉は志「パーパス」であると
いう観点から今後の指針とすべきヒントが
詰まった一冊です。ぜひお読みください。

■職業・社会奉仕委員会
	 委員長　吉田　英樹
　先週（令和4年5月25日㈬）
に「SASEBO軍港クルーズ」
を実施し、幅広い年齢層の皆
様にご参加いただきました。
　晴天で波も穏やかという好
条件のもとでのクルーズで、また船会社の
担当の方の説明も各艦艇名から佐世保港の
歴史と幅広く、非常に分かりやすかったで
す。
　また、手を振ると甲板で作業する自衛隊
の方々が手を振り返してくれるなど、穏や
かな雰囲気もあり、逆に米軍の艦船や施設
の周りでは警備艇がおり緊張感も感じるこ
ともできるクルーズでした。
　平和と国防について考える一助になった
のであれば幸いです。
　ありがとうございました。

天気にも恵まれ最高でした。

久しぶりに潮風を体一杯に受け、
心身ともにリフレッシュできました。

日米とも珍しい艦船が入港しておりシャッター
チャンスがたくさんありました。

またの機会を楽しみにしております。
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■ローターアクト委員会
	 委員長　指山　　立
　去る5月27日、長崎国際大
学において久しぶりの例会が
開催されました。
　安部会員、福田会員と参加
してきました。1年生2名を含
む約10名の新会員をお迎えしたということ
で、安部会員によるローターアクトとは何
か、というお題の卓話をいただきました。
　次回の例会ではボウリング例会を通じて
新会員同士の絆を深めようという話になっ
ています。
　約10ヵ月ぶりの例会ということで有意義
な時間を過ごすことができました。

　
朗遊会より

	 朗遊会幹事　池田　真秀
　 今 週6月4日 ㈯ に 役 員 交 代
式記念ゴルフ大会が行われま
す。
　集合時間は11時、石盛ゴル
フで行われます。今のところ
参加者は24名の予定ですが、変更等ある方
はご連絡ください。
　また、先日5月22日㈰に実施されました、
第48回佐世保市内8RC親睦ゴルフ大会と同
日開催の朗遊会の結果をご報告します。8
クラブ親睦の優勝は米倉さんでした。また、
上位13名に対して5名入賞して、佐世保RC
が優勝、朗遊会優勝は大久保さんでした。

ニコニコボックス
親睦活動委員会　庭木　香充

菅沼宏比古 会長、廣瀬　章博 幹事
安福　竜介 さん、筒井　和彦 さん
中島　　顕 さん、庭木　香充 さん
船場　昭裕 さん、永瀬　徳豊 さん
大塚　隆夫 さん、福田　金治 さん
草津　栄良 さん、松尾　　貴 さん
福田　金吾 さん、円田　浩司 さん
中村　徳裕 さん、長島　　正 さん
古賀　　巖 さん、納所　佳民 さん
池田　真秀 さん、出端　隆治 さん
坂元　　崇 さん、指山　　立 さん
大神　吉史 さん、安部　雅隆 さん
大久保利博 さん
　西田勝彦さんの卓話に大いに期待してニ
コニコします。

菅沼宏比古 会長、廣瀬　章博 幹事
福田　金吾 さん、増本　一也 さん
池田　真秀 さん、出端　隆治 さん
田中丸善保 さん、安部　雅隆 さん
円田　浩司 さん、大久保利博 さん
　新会員 田村和大さん、山口幸生さんの入
会を歓迎してニコニコします。

増本　一也 さん
　私が最近読んでいた本に、名和高司著「パ
ーパス経営」があります。この本をロータ
リーの友「私の一冊」の欄に投稿してみま
した。RI日本事務局より連絡があり、6月号
に掲載されます、と返事がありました。

◇
ニコニコボックス	 本日合計	 37,000円
	 累　　計	 551,500円

ガイドさんの巧みな解説でクルーズを一段と盛り
上げていただきました。感謝です。
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卓　　　話
「相続と遺言について」

会員　西田　勝彦
遺言について
1 遺言のすすめ
　◦�遺言がない場合　相続人

全員で遺産の分割につい
て協議

　◦�遺言がある場合　遺言に従って遺産が
分割される

【参考】相続人と法定相続分
相続人 相続分 留意事項
配偶者 2分の1 実子・養子の別はなく、子が

数人の場合は2分の1を均分
する。

子 2分の1

配偶者 3分の2 実方・養方の別はなく、直系
尊属が数人の場合は3分の1
を均分する。

直系尊属 3分の1

配偶者 4分の3 兄弟姉妹が数人の場合は4分
の1を均分する。ただし、父
母の一方を同じくする兄弟姉
妹は、父母の双方を同じくす
る兄弟姉妹の2分の1。

兄弟姉妹 4分の1

2 特に遺言が必要な場合
　⑴�　相続人が配偶者と兄弟姉妹で、財産

の全部を配偶者に相続させたい場合
　⑵�　相続人同士が疎遠な場合や話合いが

困難な場合
　　ア　�親子間や兄弟間の仲がよくない場

合
　　イ　�相続人の中に行方不明の者がいる

場合や外国に住んでいる者がいる
場合

　　ウ　�前の婚姻の配偶者との間に子ども
がいる場合

　⑶�　特定の相続人に事業や農業などを継
承させたい場合

　⑷�　不動産など分割しにくい財産がある
場合

3 遺言の残し方
　◦遺言
　　　遺言者が、
　　　民法の定める方式に従い、
　　　法定の事項について、

　　　書面でしなければならない。
　�　遺言の代筆や代理、口頭やビデオによ
る遺言は認められていない。

　⑴　主な遺言の方式
　　ア　自筆証書遺言
　　　�　遺言者が、紙に遺言の内容を全部

自分で書き、日付を入れて署名押印
する。

　　　�　遺言者の死亡後に家庭裁判所にお
いて検認の手続が必要

　　　�　ただし、遺言者自身が自筆証書遺
言を法務局に持参し、保管を依頼し
た場合は、家庭裁判所での手続は不
要

　　イ　公正証書遺言
　　　�　証人2人が立ち会って、遺言者の口

述を公証人が筆記し、遺言者及び証
人に読み聞かせて、それぞれ署名押
印する。

　　　　家庭裁判所の検認の手続は不要
　⑵　予備的遺言
　　�　遺言で財産をもらう人が、遺言者よ

り先に死亡すると、その遺言は効力を
失う。

　　�　そこで、財産をもらう人が遺言より
先に死亡した場合に備え、予備的な遺
言を併せてしておくことができる。

　⑶　遺言執行者の指定
　　�　遺言で、遺言執行者（遺言者が亡く

なった後に、遺言の内容をそのとおり
に実行してくれる人）を指定しておく
と便利である。

　⑷　付言事項
　　�　法定の遺言事項以外に、遺言の動機

や心情、配分を定めた理由や相続人ら
に対する希望等を記載しておくことが
できる。

　⑸　遺言の撤回・変更
　　�　遺言者は、いつでもその遺言を撤回

したり、あるいは、遺言の内容を変更
したりすることができる。

4 遺言と遺留分
　�　配偶者や子、直系尊属には遺留分（法
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＊今後の例会予定＊ 
  6月 8日	 新会員卓話　鈴木　清輝 さん
	 ㈱商工組合中央金庫 佐世保支店長
　　 15日	 会員卓話　山口　健二 さん
	 西肥自動車㈱ 代表取締役社長
	 他バスガイド
　　 22日	 クラブ協議会
　　 29日	 クラブ協議会

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊
未定

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊
未定

＊�西海学園IAC、長崎国際大学RACにご出席されますと、 
メークアップにもなりますのでご活用ください。

＊�RACへご出席される方はお食事の要・不要の確認をい
たしますので、事務局までお知らせください。

クラブ会報委員会 委 員 長：池田　真秀　　　委　員： 長富　正博・中村　真弥
副委員長：松本　祐明　　 　　　　　船場　昭裕・鈴木　清輝

（今週の担当：松本　祐明　カメラ担当：池田　真秀）

律で保障された最低の権利）がある。
　　この遺留分は、兄弟姉妹にはない。
　　　全体の遺留分は遺産の2分の1
　　　(直系尊属のみの場合3分の1）
　�　遺言をする場合は、遺留分を考えた内

容にすることが望ましい。
　�　遺言者死亡後に遺留分権利者の請求が

あれば、遺留分の範囲で金銭を支払うこ
とになる。配偶者と3人の子がいても、財
産全部を1人に相続させる遺言をすること
もできる。

5 安心・確実な公正証書遺言
　◦�遺言の内容は、公証人が、遺言者にど

のような内容の遺言を作成するのか尋
ねて、遺言の案を作成し、遺言者に確
認する。

　◦�遺言者が病気などで公証役場に来られ
ないときは、公証人が出張して作成す
ることが可能。

　◦�遺言の原本は、公証役場で保管するた
め、紛失・偽造改ざんのおそれがない。

　◦�家庭裁判所の検認を要しないので、速
やかに預貯金の払戻しや登記手続がで
きる。

　⑴�　事前打合せ及び事前に用意する書類
（各1通）

　　ア�　遺言者の印鑑登録証明書（3か月以
内のもの）

　　イ�　財産をもらう人が相続人の場合は、
戸籍謄本、改製原戸籍謄本等

　　　　相続人以外の場合は住民票の写し
　　ウ�　遺言者名義の不動産があるときは、

固定資産税名寄帳（固定資産税納税
通知書中の課税資産明細書でも可。）

　　エ�　個々の土地や建物について遺言す
るときは、登記事項要約書（法務局
発行）が必要

　　　�　財産の全部や不動産の全部を１人
に取得させるときは不要

　⑵　証人の立会
　　�　公正証書で遺言を作成するときは、

証人2人の立会が必要。
　　�　証人は遺言の作成に立ち会うが、保

証人のような責任はない。
　　�　相続人、財産をもらう人、親・子・
孫やそれらの配偶者は、証人にはなれ
ない。

　⑶　公正証書遺言の作成費用
　　�　公正証書遺言の作成費用は、財産を

もらう人ごとに、もらう不動産や預貯
金等財産の合計金額を基に算定する。

　　�　目安としては、財産をもらう人が1人
のときは、3万5千円～5万円程度。

　　�　（出張して遺言を作成した場合は、病
床執務加算、日当・交通費等が加算さ
れる。）


